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平成２８年３月３１ 日 

平成３１年３月２８日変更 

国立研究開発法人土木研究所 

 

 

国立研究開発法人土木研究所の中長期目標を達成するための計画 

 

 

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３５条の５の規定に基づき、国

土交通大臣及び農林水産大臣から指示を受けた平成２８年４月１日から平成３４年３月３

１日までの６年間における国立研究開発法人土木研究所（以下「土研」という。）の中長

期目標（以下単に「中長期目標」という。）を達成するための計画（以下「中長期計画」

という。）を以下のとおり定める。 

ただし、中長期計画に基づいて策定される計画等個々の施策や財務の執行について

は、その実施状況のフォローアップを適宜行い、必要に応じてその内容を見直す等柔軟な

対応を図るものとする。 

土研のミッションは、「研究開発成果の最大化」、すなわち、国民の生活、経済、文

化の健全な発展その他の公益に資する研究開発成果の創出を国全体として「最大化」する

という国立研究開発法人の第一目的を踏まえ、土木技術に係る我が国の中核的な研究拠点

として、質の高い研究成果を上げ、その普及を図ることによる社会への還元等を通じて、

良質な社会資本の効率的な整備及び北海道の開発の推進に貢献し、国土交通政策及び北海

道開発行政に係る農水産業振興に関するその任務を的確に遂行するものである。 

研究開発の実施に当たっては、関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映するこ

とができる技術的知見を得るための研究開発を実施し、研究開発成果の最大化を図る。例

えば、頻発・激甚化する水災害に対するリスクマネジメント技術、気候変動に伴う雪氷災

害の被害軽減技術、社会資本ストックの老朽化に対応するメンテナンスの効果的実施手

法、河川環境の保全のための河道計画技術等に取り組み、もって災害に対し粘り強くしな

やかな国土の構築、国土基盤の維持・整備・活用、国土の適切な管理による安全・安心で

持続可能な国土の形成等に寄与する。特に、道路・河川等の社会資本整備の実施主体であ

る国及び地方公共団体を支援するという使命を果たすため、社会資本に係るニーズの把握

に努めるとともに、国土交通省の地方整備局及び北海道開発局等の事業と密接に連携を図

る。あわせて、大学、民間事業者等他機関の研究開発成果も含めた我が国全体としての研

究開発成果の最大化のため、共同研究、政府出資金を活用した委託研究、人的交流等の連

携を促進し、より一層の成果を上げるよう努める。 

具体的には、土研の強み等も踏まえ、本中長期目標の期間においては、 

①安全・安心な社会の実現 

②社会資本の戦略的な維持管理・更新 

③持続可能で活力ある社会の実現 
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に貢献するための研究開発等に重点的・集中的に取り組む。 

また、国土面積の約６割を占める積雪寒冷地の良質な社会資本の効率的な整備等に対

応可能な土木技術に関する研究開発を推進する。 

 

 

第１章 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達

成するためにとるべき措置 

 

土研は、国立研究開発法人土木研究所法（平成１１年法律第２０５号）第３条に定め

られた目的を達成するため、科学技術基本計画や未来投資戦略、国土形成計画、社会資本

整備重点計画、北海道総合開発計画等の関連計画を踏まえた国土交通省技術基本計画等の

科学技術に関する計画等を踏まえるとともに、土木技術に対する社会的要請、国民のニー

ズ及び国際的なニーズを的確に受け止め、国が自ら主体となって直接に実施する必要はな

いもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれのある研究開発

において、技術的問題解明や技術的解決手法等の研究開発を実施し、優れた成果の創出に

より社会への還元を果たす。また、日本の生産年齢人口の減少傾向、建設技能労働者の減

少、高齢化による離職者の増加等の現状を踏まえ、土木技術による生産性向上、省力化へ

の貢献にも資することに配慮しながら研究開発に取り組む。 

なお、北海道開発行政に係る農水産業の振興を図る調査、試験、研究及び開発等にお

いては、食料・農業・農村基本計画及び水産基本計画並びに農林水産研究基本計画を踏ま

え実施する。 

そのため、土研は、将来も見据えつつ社会的要請の高い課題に重点的・集中的に対応

するため、次の１．～３．に取り組む。 

その際、解決すべき政策課題ごとに、研究開発課題及び必要に応じ技術の指導や成果

の普及等の研究開発以外の手段のまとまりによる研究開発プログラムを構成して、効果的

かつ効率的に進める。研究開発プログラムは、別表－１に示すものとし、社会的要請の変

化等を踏まえ、必要に応じてその内容を見直すなど柔軟な対応を図る。 

併せて、研究開発成果の最大化のため、研究開発においても PDCAサイクルの推進を図

り、研究開発成果のその後の普及や国の技術的基準策定における活用状況等の把握を行

う。 

 

１. 安全・安心な社会の実現への貢献 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映することができる成果

を得ることを目指し、顕在化・極端化してきた自然現象による水災害や土砂災害、巨

大地震や津波、積雪寒冷環境下における雪氷災害等に対する防災・減災に関する技術

の研究開発等に取り組む。 

 

２. 社会資本の戦略的な維持管理・更新への貢献 
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国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映することができる成果

を得ることを目指し、社会資本の老朽化、積雪寒冷環境下における凍害・複合劣化等

に対する戦略的な維持管理・更新に関する技術の研究開発等に取り組む。 

 

３. 持続可能で活力ある社会の実現への貢献 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映することができる成果

を得ることを目指し、循環型社会形成のための建設リサイクルやバイオマス等に関す

る下水道施設活用、河川における生物多様性や自然環境の保全、積雪寒冷環境下の効

率的道路管理、地域の魅力と活力を向上させる社会資本の活用、食料の供給力強化等

に関する技術の研究開発等に取り組む。 

 

※研究開発の実施にあたっては、以下の事項に取組み、研究開発成果の最大化を図

る。 

 

・長期的視点を踏まえた基礎的、先導的、萌芽的研究開発の実施 

国が将来実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等を見据え、我が国の土木

技術の着実な高度化や良質な社会資本の整備及び北海道の開発を推進する上での課題

解決に必要となる基礎的・先導的な研究開発についても機動的・計画的に進め、長期

的な視点を踏まえた萌芽的な研究に取り組み、研究開発成果の最大化を図る。 

 

・技術の指導 

国や地方公共団体等における災害その他の技術的課題への対応のため、職員の派遣

等により、技術の指導を積極的に展開する。国立研究開発法人土木研究所法（平成１

１年法律第２０５号）第１５条による国土交通大臣の指示があった場合は、法の趣旨

に則り、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）及び大規模地震対策特別措置

法（昭和５３年法律第７３号）に基づき定める防災業務計画に従い土木研究所緊急災

害対策派遣隊（土木研究所 TEC-FORCE）を派遣する等、迅速に対応する。災害時は国土

交通省等の要請に基づき、防災ドクターをはじめとした専門技術者を派遣する等によ

り、技術指導を積極的に展開する。また、平常時において、技術指導規程に基づき、

良質な社会資本の効率的な整備、土木技術の向上、北海道の開発の推進等の観点から

適切と認められるものについて積極的に技術指導を実施する。 

また、技術の指導等を通じて積極的に外部への技術移転を行うとともに、地方整備

局等の各技術分野の専門技術者とのネットワークを活用して、関連する技術情報等を

適切な形で提供すること、国等の職員を対象にした講習会の開催等により、社会資本

整備に関する技術力の向上及び技術の継承に貢献するよう努める。 

さらに地域支援機能の強化を行い、地方公共団体等からの要請に基づき、技術者の

育成を図り、地域の技術力の向上に寄与する。 
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技術の指導を通じて得られた土木技術に関する知見をデータベースに蓄積し、活用

する。 

また、国土交通省が進める公共工事等における新技術活用システムに対し、制度の

適切な運用や改善に向けての支援を行うとともに、国土交通省の地方整備局等が設置

する新技術活用評価会議に職員を参画させ、さらに、土研内に組織した新技術活用評

価委員会において地方整備局等から依頼される技術の成立性等の確認を行うこと等に

より積極的に貢献する。 

さらに、国土交通本省、地方整備局及び北海道開発局等から、事業実施上の技術的

課題の解決のために必要となる試験研究を受託し、確実に実施する。 

 

・成果の普及 

研究開発成果を、国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定、国、地方公

共団体、民間等が行う建設事業等に容易に活用することができるよう土木研究所報

告、土木研究所資料をはじめとする各種の資料や出版物としてとりまとめるととも

に、成果の国への報告等により、その成果普及を推進する。 

その際、国際会議も含め関係学協会での報告、内外学術誌等での論文発表、査読付

き論文等として関係学会誌、その他専門技術誌への投稿、インターネットの活用等に

より周知、普及に努め、外部からの評価を積極的に受ける。 

さらに、公開の成果発表会の開催、メディアへの発表を通じ、技術者のみならず国

民向けの情報発信を積極的に行う。また、土研の研究成果発表会、講演会等を開催

し、内容を充実させ、国民との対話を促進する。併せて、成果の電子データベース化

やインターネットの活用により研究開発の状況、成果や技術的情報について広く公表

する。 

また、積雪寒冷環境等に対応可能な土木技術等に関する研究開発の成果について、

全国展開を進めるための体制を整備し、普及のための活動を積極的に実施する。 

一般市民を対象とした研究施設の一般公開を実施するとともに、その他の構外施設

等についても随時一般市民に公開するよう努める。 

研究開発成果については、技術の内容等を検討し、適用の効果や普及の見通し等が

高いと認められるものを、重点的に普及を図るべき技術として選定するとともに、知

的財産権を活用する等により、効果的な普及方策を立案して戦略的に普及活動を展開

する。 

さらに、出資を活用し、民間の知見等を生かした研究開発成果の普及を推進する体

制を構築する。 

 

・土木技術を活かした国際貢献 

アジアをはじめとした世界への貢献を目指して、国際標準化をはじめ成果の国際的

な普及のための取り組みを行うことにより、土木技術の国際的な研究開発拠点として

の機能の充実に取り組む。 
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 国土交通省、国際協力機構、外国機関等からの派遣要請に応じ、諸外国での水災

害、土砂災害、地震災害等からの復旧に資する的確な助言や各種調査・指導を行う。

また、産学官各々の特性を活かした有機的な連携を図りつつ、技術移転が必要な発展

途上国や積雪寒冷な地域等その国や地域の状況に応じて、我が国特有の自然条件や地

理的条件等の下で培った土木技術を活用した、アジアをはじめとした世界各国の社会

資本の整備・管理への国際貢献を実施する。その際、社会資本の整備・管理を担う諸

外国の人材育成、国際貢献を担う所内の人材育成にも積極的に取り組む。さらに、頻

発・激甚化する水災害に対するリスクマネジメント技術や社会資本ストックの老朽化

に対応するメンテナンスの効果的実施手法等の研究開発成果について国際展開するた

めの研究活動等により、国際標準化をはじめ成果の国際的な普及のための取組を実施

する。 

水関連災害とその危機管理に関しては、水災害・リスクマネジメント国際センター

（ICHARM）について、国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）の賛助する水災害の危

険及び危機管理のための国際センターの運営に関するユネスコとの協定に基づき、セ

ンターの運営のために必要となる適当な措置をとる。その上で、水災害データの収

集、保存、共有、統計化、水災害リスクのアセスメント、水災害リスクの変化のモニ

タリングと予測、水災害リスク軽減の政策事例の提示、評価と適用支援、防災・減災

の実践力の向上支援等、世界の水関連災害の防止・軽減のための研究・研修・情報ネ

ットワーク活動を一体的に推進する。 

 

・他の研究機関等との連携等 

大学、民間事業者等他機関の研究開発成果も含めた我が国全体としての研究開発成

果の最大化のため、研究開発の特性に応じ、定期的な情報交換、共同研究、政府出資

金を活用した委託研究、研究協力の積極的な実施や人的交流等により国内外の公的研

究機関、大学、民間企業、民間研究機関等との適切な連携を図り、他分野の技術的知

見等も取り入れながら研究開発を推進する。また、海外の研究機関等との共同研究・

研究協力は、科学技術協力協定等に基づいて行うこととし、研究者の交流、国際会議

等の開催等を積極的に実施する。国内からの研究者等については、交流研究員制度等

に基づき、積極的に受け入れる。また、フェローシップ制度等の積極的な活用等によ

り、海外の優秀な研究者の受け入れを行うとともに土研の職員を積極的に海外に派遣

する。 

競争的研究資金等の外部資金の獲得に関して、他の研究機関とも連携して戦略的な

申請を行うなどにより積極的獲得に取り組み、土研のポテンシャル及び研究者の能力

の向上を図る。 

なお、研究開発等の成果は、国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に活用されることから、土研は引き続き国との密な連携を図る。 
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第２章 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１. 業務改善の取組に関する事項 

効率的な業務運営を図るため、次の（１）から（３）までに掲げる取組を推進する。 

なお、目標管理・評価の仕組みを徹底するという今般の独立行政法人制度改革の趣旨

を踏まえ、前章１．から３．までに掲げる事項ごとに情報公開を行い、法人運営の透

明性の確保を図る。 

（１）効率的な組織運営 

土木技術に関する研究開発等を実施するため、必要な人材の確保・育成、技術の継

承を図る。また、研究ニーズの高度化・多様化等の変化に機動的に対応し得るよう、

研究開発プログラムに応じ必要な研究者を編制するなど柔軟な組織運営を図る。 

また、所内に横断的に組織した研究支援部門により、外部研究機関との共同研究開

発等の連携、特許等知的財産権の取得・活用、新技術をはじめとする研究成果の普及

促進、国土交通省が進める国際標準化、国際交流連携及び国際支援活動の推進等につ

いて効率的に実施する。 

（２）PDCAサイクルの徹底（研究評価の的確な実施） 

研究開発等の実施に当たって研究評価を実施し、評価結果を研究開発課題の選定・

実施に適切に反映させるとともに、研究成果をより確実に社会へ還元させる視点での

追跡評価を実施し、必要なものについては、成果の改善に取り組む。 

研究評価は、研究開発プログラムに関し、土研内部の役職員による内部評価、土研

外部の学識経験者による外部評価に分類して行う。その際、長期性、不確実性、予見

不可能性、専門性等の研究開発の特性等に十分配慮して評価を行う。また、他の研究

機関との重複排除を図り国立研究開発法人が真に担うべき研究に取り組むとの観点か

ら、国との役割分担を明確にする。同時に、民間では実施されていない研究、及び共

同研究や大規模実験施設の貸出等によっても、民間による実施が期待できない又は国

立研究開発法人が行う必要があり民間による実施がなじまない研究を実施することに

ついて、評価を実施する。評価は、事前、中間、事後に実施するとともに、成果をよ

り確実に社会・国民へ還元させる視点で追跡評価を実施する。特に研究開発の開始段

階においては、大学や民間試験研究機関の研究開発動向や国の行政ニーズ、国際的ニ

ーズを勘案しつつ、他の研究機関との役割分担を明確にした上で、国立研究開発法人

土木研究所として研究開発を実施する必要性、方法等について検証、評価する。 

研究評価の結果は、外部からの検証が可能となるようホームページにて公表し、国

民の声を適切に反映させる。 

（３）業務運営全体の効率化 

業務運営全般を通じ経費の節減を進めるものとし、運営費交付金を充当し行う業務

については、所要額計上経費及び特殊要因を除き、以下のとおりとする。 

一般管理費のうち業務運営の効率化に係る額について、毎年度、前年度の予算額に

対して３％を削減する。 



 

7 

 

業務経費のうち業務運営の効率化に係る額について、毎年度、前年度の予算額に対

して１％を削減する。 

契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」

（平成２７年５月２５日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施すること等によ

り、契約の適正化を推進し、業務運営の効率化を図る。この場合において、研究等に

係る調達については、他の独立行政法人の事例等も参考に、より効果的な契約を行

う。また、契約に関する情報をホームページにおいて公表し、契約の透明性を確保す

る。 

随意契約については「独立行政法人の随意契約に係る事務について」平成２６年１

０月１日付け総管査第２８４号総務省行政管理局長通知）に基づき明確化した、随意

契約によることができる事由により、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実

施する。 

さらに、国立研究開発法人建築研究所等との共同調達の実施等により、業務の効率

化を図る。 

受益者の負担を適正なものとする観点から、技術指導料等の料金の算定基準の適切

な設定に引き続き努める。 

寄附金について、ホームページでの案内等により受け入れの拡大に努める。 

独立行政法人会計基準（平成１２年２月１６日独立行政法人会計基準研究会策定）

等に基づき、運営費交付金の会計処理を適切に行う体制を整備し、業務達成基準によ

り収益化を行う運営費交付金に関しては、収益化単位の業務ごとに予算と実績を管理

する。 

 

２. 業務の電子化に関する事項 

業務の電子化について、経済性を勘案しつつ推進し、インターネット、イントラネ

ット、メール等の情報システム環境についてセキュリティ対策の強化及び機能の向

上、電子決裁の導入等による所内手続きの電子化、文書のペーパーレス化、情報の共

有化を進め、事務手続の簡素化・迅速化を図るとともに、利便性の向上に努める。ま

た、幅広い ICT需要に対応する所内情報ネットワークの充実を図る。 

 

 

第３章 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 

（１）予算 

 別表－２のとおり 

（２）収支計画 

 別表－３のとおり 

（３）資金計画 

 別表－４のとおり 
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第４章 短期借入金の限度額 

 

予見し難い事故等の事由に限り、資金不足となる場合における短期借入金の限度額

は、単年度１,５００百万円とする。 

 

 

第５章 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合に

は、当該財産の処分に関する計画 

 

なし 

 

 

第６章 前章に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しよ

うとするときは、その計画 

 

なし 

 

 

第７章 剰余金の使途 

 

剰余金が生じたときは、研究開発、研究基盤の整備充実及び出資の活用を含めた成果

の普及に使用する。 

 

 

第８章 その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

（１）施設及び設備に関する計画 

業務の確実な遂行のため施設整備計画に基づき計画的な整備・更新等を行うととも

に、所要の機能を長期にわたり発揮し続けることができるよう、適切な維持管理に努

める。なお、中長期目標期間中に実施する主な施設の整備・更新等は別表－５のとお

りとする。 

また、保有資産の有効活用を推進するため、主な施設について土研としての年間の

利用計画を策定し、それを基に外部の研究機関が利用可能な期間をインターネット上

で公表することで、業務に支障のない範囲で、外部の研究機関への貸与及び大学・民

間事業者等との共同利用の促進を図る。その際、受益者負担の適正化と自己収入の確

保に努める。 
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（２）人事に関する計画 

人材の確保については、国家公務員試験合格者からの採用に準じた新規卒業者等か

らの採用、公募による博士号取得者等を対象とした選考採用や関係省、大学、民間を

含む研究等を実施する機関との人事交流、任期付き研究員の採用を図るとともに、人

員の適正配置、非常勤の専門研究員の採用、定型的業務の外部委託化の推進などによ

り人員管理の効率化に努める。その際、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第

７８号）等に基づき、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努める。 

また、国土交通行政及び事業と密接に連携した良質な社会資本の効率的な整備及び

北海道の開発の推進に資する研究開発を行うため、国土交通省等との人事交流を計画

的に行う。この際、国土交通省等における技術力を向上し、また適切に技術の継承を

行う観点から、人事交流等により受け入れた技術者を戦略的に育成する。 

さらに、若手職員の育成プログラムなどにより若手職員をはじめとした職員の能力

向上を図りつつ、人事評価システムにより、職員個々に対する評価を行い、職員の意

欲向上を促し、能力の最大限の活用等を図る。 

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与

の在り方について厳しく検証した上で、給与改定に当たっては、引き続き、国家公務

員に準拠した給与規程の改正を行うとともに、研究開発業務の特性等を踏まえた柔軟

な取扱いを可能とする。また、透明性の向上や説明責任の一層の確保が重要であるこ

とに鑑み、給与水準及びその妥当性の検証結果を毎年度公表する。 

（３）国立研究開発法人土木研究所法第 14条に規定する積立金の使途 

第３期中長期目標期間中からの繰越積立金は、第３期中長期目標期間中に自己収入

財源で取得し、第４期中長期目標期間へ繰り越した有形固定資産の減価償却に要する

費用等に充当する。 

（４）その他 

内部統制については、「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整

備」について」（平成２６年１１月２８日付け総管査第３２１号総務省行政管理局長

通知）に基づき、内部統制の推進を図る。 

研究開発等については、研究評価の取組により定期的な点検を実施し、その結果を

踏まえた資源配分の見直し等を行う。 

理事長のリーダーシップの下で、自主的・戦略的な運営や適切なガバナンスが行わ

れ、研究開発成果の最大化等が図られるよう、理事長の命令・指示の適切な実行を確

保するための仕組み等による統制活動を推進する。 

また、土研の重要決定事項等の情報が職員に正しく周知されるよう情報伝達を徹底

する。 

リスク管理については、業務実施の障害となる要因の分析等を行い、当該リスクへ

の適切な対応を図る。 
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コンプライアンスについては、土研におけるコンプライアンスに関する規程につい

て、コンプライアンス講習会の開催等により職員への意識の浸透を図るとともに、意

識浸透状況の検証を行い、必要に応じて見直しを行う。 

特に、研究不正対応は、研究開発活動の信頼性確保、科学技術の健全な発展等の観

点からも極めて重要な課題であるため、研究上の不正行為の防止及び対応に関する規

程について、取組状況の点検や職員の意識浸透状況の検証を行い、必要に応じて見直

しを行うなど組織として取り組むとともに、万が一研究不正が発生した場合には厳正

に対応する。 

情報公開、個人情報保護、情報セキュリティについては、適正な業務運営を確保

し、かつ、社会に対する説明責任を確保するため、適切かつ積極的に広報活動及び情

報公開を行うとともに、個人情報の適切な保護を図る取組を推進する。具体的には、

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）及

び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９

号）に基づき、組織、業務及び財務に関する基礎的な情報並びにこれらについての評

価及び監査に関する情報等をホームページで公開するなど適切に対応するとともに、

職員への周知を行う。 

また、研究情報等の重要情報を保護する観点から、業務計画（年度計画等）に情報

セキュリティ対策を位置付けるなど、情報セキュリティ対策を推進する。 

保有資産管理については、資産の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での有

効利用可能性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、見直し検討

会議の開催等によって必要性について不断に見直しを行い、見直し結果を踏まえて、

土研が保有し続ける必要がないものについては、支障のない限り、国への返納を行

う。 

知的財産の確保・管理について、土木研究所知的財産ポリシーに基づき、知的財産

を保有する目的を明確にして、必要な権利の確実な取得を図るとともに、不要な権利

の削減により保有コストの低減に努める等適切な維持管理を図る。また、出資の活用

も含めて普及活動に取り組み知的財産の活用促進を図る。さらに、知的財産権の活用

状況等を把握し、普及活動等の活用促進方策を積極的に行うことにより、知的財産権

の実施料等の収入の確保を図る。 

安全管理、環境保全、災害対策については、防災業務計画を適時適切に見直すとと

もに、防災業務計画に基づいて適切に対応する。また、災害派遣時を含め、職員の安

全確保に努める。また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１

２年法律第１００号）に基づき、環境負荷の低減に資する物品調達等を推進する。 
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別表－１ 

研究開発プログラム 目標とする研究開発成

果 

成果の反映・社会への還元 

１．安全・安心な社会の実現への貢献 

（１）近年顕在化・

極端化してきた水災

害に対する防災施設

設計技術の開発 

・侵食等に対する河川

堤防等の評価・強化技

術の開発 

・浸透に対する堤防の

安全性評価技術、調査

技術の開発 

・津波が構造物に与え

る影響の評価及び設計

法の開発 

・気候変動に伴う海象

変化に対応した技術の

開発 等 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、河川堤防設計における侵

食・浸透に対する安全性の向上、河川構造物の維持管

理における高速流への対応、河川・沿岸構造物設計に

おける津波への対応、沿岸施設等の設計における気候

変動に伴う海象変化への対応等に貢献する。 

（２）国内外で頻

発、激甚化する水災

害に対するリスクマ

ネジメント支援技術

の開発 

・洪水予測並びに長期

の水収支解析の精度を

向上させる技術・モデ

ルの開発 

・様々な自然・地域特

性における洪水・渇水

等の水災害ハザードの

分析技術の適用による

水災害リスク評価手法

及び防災効果指標の開

発 

・防災・減災活動を支

援するための、効果的

な防災・災害情報の創

出･活用及び伝達手法の

開発 等 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、洪水予測や河川計画におけ

る流出計算や洪水氾濫計算の精度向上、水害リスク評

価における評価手法の汎用化、データが乏しい地域で

の水災害情報提供における効果的伝達手法の開発等に

貢献する。 

（３）突発的な自然

現象による土砂災害

の防災・減災技術の

開発 

・突発的な自然現象に

よる土砂移動の監視技

術及び道路のり面・斜

面の点検・管理技術の

開発 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、突発的な自然現象による土

砂移動に関する緊急調査、被害範囲の予測、道路通行

規制、対策施設の設計、災害復旧の調査・機械施工等

における無人機の活用等を推進し、より実効的な土砂

災害対策の推進に貢献する。 
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研究開発プログラム 目標とする研究開発成

果 

成果の反映・社会への還元 

・突発的な自然現象に

よる土砂移動の範囲推

定技術及び道路通行安

全性確保技術の開発 

・突発的な自然現象に

よる土砂災害の防止・

軽減のための設計技術

及びロボット技術の開

発 等 

（４）インフラ施設

の地震レジリエンス

強化のための耐震技

術の開発 

・巨大地震に対する構

造物の被害最小化技

術・早期復旧技術の開

発 

・地盤・地中・地上構

造物に統一的に適用可

能な耐震設計技術の開

発 

・構造物への影響を考

慮した地盤の液状化評

価法の開発 等 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、道路橋、道路土工構造物及

び河川構造物の設計・性能評価・耐震対策等における

巨大地震に対するレジリエンス強化への対応等に貢献

する。 

（５）極端気象がも

たらす雪氷災害の被

害軽減のための技術

の開発 

・極端気象がもたらす

雪氷災害の実態解明と

リスク評価技術の開発 

・広域に適用できる道

路の視程障害予測技術

の開発 

・吹雪対策施設及び除

雪車の性能向上技術の

開発 等 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、極端気象がもたらす雪氷災

害を踏まえた道路の吹雪対策、集落や道路の雪崩対策

及び冬期道路管理、道路の視程障害予測の広域への適

用、暴風雪発生地域の除雪車の性能向上等に貢献す

る。 

２．社会資本の戦略的な維持管理・更新への貢献 

（６）メンテナンス

サイクルの効率化・

信頼性向上に関する

研究 

・多様な管理レベル

（国、市町村等）に対

応した維持管理手法の

構築 

・機器活用による調

査・監視の効率化・信

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、道路橋、舗装、管理用施設

（機械設備）及び管理用施設（接合部）の維持管理に

おける多様な管理レベルへの対応等に貢献する。 
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研究開発プログラム 目標とする研究開発成

果 

成果の反映・社会への還元 

頼性向上技術の開発・

評価 

・措置が必要な部位・

箇所の優先度決定手法

の構築 

・既往事象・現場条件

に対応した最適な維持

修繕手法の構築、構

造・材料の開発・評価 

等 

（７）社会インフラ

の長寿命化と維持管

理の効率化を目指し

た更新・新設に関す

る研究 

・最重要路線等におい

て高耐久性等を発揮す

る構造物の設計、構

造・材料等を開発・評

価 

・サービスを中断する

ことなく更新が可能と

なるような設計、構

造・材料等を開発・評

価 

・簡易な点検で更新時

期や更新必要箇所が明

らかとなる設計、構

造・材料等を開発・評

価 

・プレキャスト部材等

を活用する質の高い構

造物の効率的構築に向

けた設計・施工技術の

開発 等 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、道路橋、トンネル及び道路

土工構造物の更新・新設における長寿命化と維持管理

の効率化、プレキャスト部材の活用等に貢献する。 

（８）凍害･複合劣化

等を受けるインフラ

の維持管理･更新に関

する研究 

・凍害･複合劣化等の効

率的点検･診断･評価手

法の構築 

・凍害･複合劣化等に対

する信頼性の高い補修

補強技術の確立 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、道路橋等のコンクリート構

造物、道路土工構造物及び舗装等の積雪寒冷環境下に

おける維持管理・更新の効果的実施等に貢献する。 
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研究開発プログラム 目標とする研究開発成

果 

成果の反映・社会への還元 

・凍害･複合劣化等への

耐久性の高い更新･新設

技術の確立 

・凍害･複合劣化等を受

けるインフラに関する

点検・診断・評価、補

修補強、更新・新設の

体系化 等 

３．持続可能で活力ある社会の実現への貢献 

（９）持続可能な建

設リサイクルのため

の社会インフラ建設

技術の開発 

・適材適所のリサイク

ル材等利活用技術の構

築 

・リサイクル材等の環

境安全性評価・向上技

術の構築 等 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、セメントコンクリート塊及

びアスファルトコンクリート塊の有効活用、建設発生

土に含まれる自然由来重金属への合理的な対策等に貢

献する。 

（１０）下水道施設

を核とした資源・エ

ネルギー有効利用に

関する研究 

・バイオマスエネルギ

ー生産手法の開発 

・下水道施設を活用し

たバイオマスの資源・

エネルギー有効利用方

法の開発 等 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、下水汚泥の有効活用、バイ

オマスエネルギー活用のための下水道施設の設計や維

持管理の実施、地方公共団体等におけるバイオマスエ

ネルギー活用等に貢献する。 

（１１）治水と環境

が両立した持続可能

な河道管理技術の開

発 

・河川景観・生物の生

育・生息場に着目した

空間管理技術の開発 

・河道掘削等の人為的

改変に対する植生・魚

類等の応答予測技術の

開発 

・治水と環境の両立を

図る河道掘削技術・維

持管理技術の開発 等 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、河川環境に配慮した河川の

災害復旧や河道設計等により河道管理における治水と

環境の両立に貢献する。 

（１２）流砂系にお

ける持続可能な土砂

管理技術の開発 

・土砂動態のモニタリ

ング技術の開発 

・土砂動態変化に伴う

水域・陸域環境影響予

測・評価技術、並び

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、土砂動態のモニタリング、

土砂生産源調査及び推定、土砂動態変化に伴う河川の

環境影響予測・評価、土砂還元等により持続可能な土

砂マネジメントの実施等に貢献する。 
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研究開発プログラム 目標とする研究開発成

果 

成果の反映・社会への還元 

に、それらを踏まえた

土砂管理技術の開発 

・自然エネルギーを活

用した土砂管理技術の

開発 等 

（１３）地域の水利

用と水生生態系の保

全のための水質管理

技術の開発 

・流域の水環境を的

確・迅速に把握するた

めの影響評価、モニタ

リング手法の開発 

・水質リスク軽減のた

めの処理技術の開発 

・停滞性水域の底層環

境・流入負荷変動に着

目した水質管理技術の

開発 等 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、下水道における水質試験及

び河川やダムでの水質試験・モニタリングの的確化・

迅速化、処理技術の開発などを通じて、水質リスク軽

減、ダム貯水池の水質保全等に貢献する。 

（１４）安全で信頼

性の高い冬期道路交

通サービスの確保に

関する研究 

・費用対効果評価に基

づく合理的な冬期道路

管理水準設定技術の開

発 

・冬期道路管理の ICT

活用による省力化およ

び除雪機械の効率的維

持管理技術の開発 

・リスクマネジメント

による効果的・効率的

な冬期交通事故対策技

術の開発 等 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、冬期道路管理における費用

対効果評価や省力化、冬期道路の交通安全対策等に貢

献する。 

（１５）魅力ある地

域づくりのためのイ

ンフラの景観向上と

活用に関する研究 

・公共事業におけるイ

ンフラの景観評価技術

の開発 

・地域の魅力を高める

屋外公共空間の景観向

上を支援する計画･設計

及び管理技術の開発 

・地域振興につながる

公共インフラの利活用

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、地域の公共空間整備におけ

る景観検討を通じた景観の向上、沿道休憩施設等の計

画・設計及び管理を通じた地域の活力の向上等に貢献

する。 
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研究開発プログラム 目標とする研究開発成

果 

成果の反映・社会への還元 

を支援する技術の開発 

等 

（１６）食料供給力

強化に貢献する積雪

寒冷地の農業生産基

盤の整備・保全管理

に関する研究 

・経営規模の拡大に対

応した大区画圃場の効

率的な整備技術と高度

な管理技術の開発 

・営農の変化や気候変

動を考慮した農業水利

施設の維持管理・更新

技術の開発 

・大規模農業地域にお

ける環境との調和に配

慮した灌漑排水技術の

開発 等 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、大区画圃場の整備・管理技

術の向上を通じた経営規模拡大への対応、農業水利施

設の維持管理・更新における長寿命化とコスト低減へ

の対応、かんがい排水事業における環境との調和に対

する配慮等に貢献する。 

（１７）食料供給力

強化に貢献する寒冷

海域の水産基盤の整

備・保全に関する研

究 

・海洋及び河川・沿岸

構造物の有用水産生物

の産卵場・生息場とし

ての増養殖機能に関す

る評価技術の構築 

・生産力向上と漁業振

興に向けた海洋及び河

川・沿岸構造物の増養

殖機能強化のための水

産環境整備技術の開発 

等 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

に反映されることにより、漁港漁場の施設及び河川横

断構造物における有用水産生物の増養殖機能の向上、

寒冷海域における生産力向上と漁業地域の振興等に貢

献する。 
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別表－２ 

（単位:百万円） 

 

区別 

安全・安心な

社会の実現へ

の貢献 

社会資本の戦略

的な維持管理・

更新への貢献 

持続可能で活

力ある社会の

実現への貢献 

 

法人共通 

 

合計 

収  入    

 運営費交付金 

  施設整備費補助金 

  受託収入 

  施設利用料等収入 

 政府出資金 

  計 

支  出   

  業務経費 

  施設整備費 

  受託経費 

  人件費 

  一般管理費 

  計 

 

12,468 

1,772 

758 

0 

1,000 

15,998 

 

7,521 

1,772 

758 

5,948 

0 

15,998 

 

13,687 

505 

395 

0 

1,000 

15,588 

 

8,785 

505 

395 

5,902 

0 

15,588 

 

15,178 

135 

816 

0 

0 

16,129 

 

7,384 

135 

816 

7,793 

0 

16,129 

 

10,450 

120 

321 

647 

0 

11,537 

 

0 

120 

0 

7,748 

3,669 

11,537 

 

51,783 

2,532 

2,290 

647 

2,000 

59,252 

 

23,690 

2,532 

1,969 

27,392 

3,669 

59,252 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。 

[人件費の見積り] 

中長期目標期間中総額 22,796百万円を支出する。 

当該人件費の見積りは、表中の人件費の内、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当

及び超過勤務手当の費用である。 

[運営費交付金の算定ルール]  

別紙のとおり。 

[注記] 

 退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当規程に基づいて支給する

こととなるが、その全額について、運営費交付金を財源とするものと想定している。 
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別表－３ 

（単位:百万円） 

 

区別 

安全・安心な

社会の実現へ

の貢献 

社会資本の戦略

的な維持管理・

更新への貢献 

持続可能で活

力ある社会の

実現への貢献 

 

法人共通 

 

合計 

費用の部 

 経常費用  

    研究業務費 

    受託業務費 

  一般管理費 

  減価償却費 

収益の部 

 運営費交付金収益 

  施設利用料等収入 

  受託収入 

  資産見返負債戻入 

純利益（△純損失） 

前中長期目標期間繰

越積立金取崩額 

総利益（△総損失） 

13,421 

13,421 

12,468 

758 

0 

195 

13,421 

12,468 

0 

758 

195 

0 

 

0 

0 

14,237 

14,237 

13,687 

395 

0 

154 

14,236 

13,687 

0 

395 

153 

△1 

 

1 

0 

16,114 

16,114 

15,178 

816 

0 

120 

16,114 

15,178 

0 

816 

120 

0 

 

0 

0 

11,556 

11,556 

0 

0 

11,418 

139 

11,551 

10,450 

647 

321 

134 

△5 

 

5 

0 

55,328 

55,328 

41,333 

1,969 

11,418 

609 

55,322 

51,783 

647 

2,290 

602 

△6 

 

6 

0 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。 

[注記] 

 退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当規程に基づいて支給する

こととなるが、その全額について、運営費交付金を財源とするものと想定している。 
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別表－４ 

（単位:百万円） 

 

区別 

安全・安心な

社会の実現へ

の貢献 

社会資本の戦略

的な維持管理・

更新への貢献 

持続可能で活

力ある社会の

実現への貢献 

 

法人共通 

 

合計 

資金支出 

  業務活動による支出 

  投資活動による支出 

資金収入 

  業務活動による収入 

    運営費交付金によ

る収入 

    施設利用料等収入 

    受託収入 

  投資活動による収入 

    施設費による収入 

 財務活動による収入 

  政府出資金の受入

による収入 

15,998 

14,226 

1,772 

15,998 

13,226 

 

12,468 

0 

758 

1,772 

1,772 

1,000 

1,000 

15,588 

15,082 

505 

15,588 

14,082 

 

13,687 

0 

395 

505 

505 

1,000 

1,000 

16,129 

15,994 

135 

16,129 

15,994 

 

15,178 

0 

816 

135 

135 

0 

0 

11,537 

11,418 

120 

11,537 

11,418 

 

10,450 

647 

321 

120 

120 

0 

0 

59,252 

56,719 

2,532 

59,252 

54,719 

 

51,783 

647 

2,290 

2,532 

2,532 

2,000 

2,000 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。 

 

別表－５ 

（単位:百万円） 

 

施設整備等の内容 

 

安全・安心

な社会の実

現への貢献

（予定額） 

社会資本の戦略

的な維持管理・

更新への貢献

（予定額） 

持続可能で活

力ある社会の

実現への貢献

（予定額） 

 

法人共通 

 

合計 

（総額） 

・土木技術に関する調

査、試験、研究及び開

発に必要な施設・設備

の整備 

・庁舎及び庁舎付帯設

備等の整備 

1,772 505 135 120 2,532 

[財源]国立研究開発法人土木研究所施設整備費補助金 
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別紙 
 

[運営費交付金の算定ルール] 

運営費交付金 ＝ 人件費 ＋ 一般管理費 ＋ 業務経費 － 自己収入 
 

１． 人件費 ＝ 当年度人件費相当額 ＋ 前年度給与改定分等 
 （１）当年度人件費相当額＝基準給与総額±新陳代謝所要額＋退職手当所要額 
  （イ）基準給与総額 

２８年度・・・所要額を積み上げ積算 
２９年度以降・・・前年度人件費相当額－前年度退職手当所要額 

  （ロ）新陳代謝所要額 
新規採用給与総額（予定）の当年度分＋前年度新規採用者給与総額のうち平

年度化額－前年度退職者の給与総額のうち平年度化額－当年度退職者の給与総額

のうち当年度分 
  （ハ）退職手当所要額 

当年度に退職が想定される人員ごとに積算 
 （２）前年度給与改定分等（２９年度以降適用） 

昇給原資額、給与改定額、退職手当等当初見込み得なかった人件費の不足額 
なお、昇給原資額及び給与改定額は、運営状況等を勘案して措置することと

する。運営状況等によっては、措置を行わないことも排除されない。 
２． 一般管理費 

前年度一般管理費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×一般管理費の効

率化係数（α）×消費者物価指数（γ）＋当年度の所要額計上経費 ±特殊要因 
３．業務経費 

前年度研究経費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×業務経費の効率化

係数（β）×消費者物価指数（γ）×政策係数（δ）＋当年度の所要額計上経費 

±特殊要因 
４．自己収入 

過去実績等を勘案し、当年度に想定される収入見込額を計上 
 

一般管理費の効率化係数（α）：毎年度の予算編成過程において決定 
業務経費の効率化係数（β）：毎年度の予算編成過程において決定 
消費者物価指数（γ）：毎年度の予算編成過程において決定 
政策係数（δ）：法人の研究進捗状況や財務状況、新たな政策ニーズへの対応の必

要性、主務大臣による評価等を総合的に勘案し、毎年度の予算編成過程において決

定 
所要額計上経費：公租公課等の所要額計上を必要とする経費 
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特殊要因：法令改正等に伴い必要となる措置、現時点で予測不可能な事由により、

特定の年度に一時的に発生する資金需要に応じ計上 
 

[注記] 前提条件： 

一般管理費の効率化係数（α）：中長期計画期間中は０．９７として推計 
業務経費の効率化係数（β）：中長期計画期間中は０．９９として推計 
消費者物価指数（γ）：中長期計画期間中は１．００として推計 
政策係数（δ）：中長期計画期間中は１．００として勘定 
人件費（２）前年度給与改定分等：中長期計画期間中は０として推計 
特殊要因：中長期計画期間中は０とする。 
 


